
No. 条文等 様式名等 改正内容（改正前） 改正内容（改正後）

-1 目次
（一例）

様式第 ３ 委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４０

（一例）

様式第 ３ 委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４２

0

第 16、大
項 目 ・ 中
項 目 一 覧
表

※様式名称省
略

様式第 １、
２、５、１２
－２、１４－
２、１６、１
７、４３

別シート「231002_要領（インボイス影響額)」参照 別シート「231002_要領（インボイス影響額)」参照

科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要領
新旧対照表

科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理処理要領
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No. 条文等 様式名等 改正内容（改正前） 改正内容（改正後）

1

本文後の「大
項目・中項目
一覧表（競争
的研究費以外
の場合）」

一般管理費率は、
一般競争入札の場合には、委託先の規程と契約時の直近３ヶ年の損益計算書等に
より算出された一般管理費率とを比較し、いずれか低い率を上限として適用する。
上記以外の場合には、委託先の規程と１０％を比較して、いずれか低い方、又は規
程がない場合は契約時の直近３ヶ年の損益計算書等により算出された一般管理費
率と１０％を比較して、いずれか低い方を適用する。

一般管理費率は、
一般競争入札の場合には、委託先の規程と契約時の直近３ヶ年の損益計算書
等により算出された一般管理費率とを比較し、いずれか低い率を上限として
適用する。委託先の規程がない場合は、契約時の直近３ヶ年の損益計算書等
により算出された一般管理費率と１０％を比較して、いずれか低い方を適用
する。
上記以外の場合には、委託先の規程と１０％を比較して、いずれか低い方、
又は規程がない場合は契約時の直近３ヶ年の損益計算書等により算出された
一般管理費率と１０％を比較して、いずれか低い方を適用する。

2
様式第１
委託契約書

（個人情報の取扱い）
第４１条　乙は、甲から預託を受けた個人情報（生存する個人に関する情報であっ
て、
略

（個人情報の取扱い）
第４１条　乙は、甲から預託を受けた個人情報甲が預託し、又は本件業務に関して
乙が収集若しくは作成した個人情報（生存する個人に関する情報であって、
略
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No. 条文等 様式名等 改正内容（改正前） 改正内容（改正後）

4
様式第２
業務計画書

一般管理費
　　　　　　　　　　　　　　　32
合計

一般管理費
合計
                                        32

（目的）
第１条　　略

（業務の範囲）
第２条　　再委託は、委託契約書第１条第２号に定める委託業務の目的及び
内容の範囲を超えてはならない。

（業務の実施）
第３条　　再委託は、第４条及びから第６条に規定する場合を除き、科学技
術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要領を準用す
るものとする。

（個人情報の取扱い）
第４条　乙は、本委託業務の遂行上、個人情報の取扱いの全部又は一部を第
三者に委託する場合（当該第三者が委託先の子会社（会社法（平成１７年法
律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合も
含む。以下同じ。）には、甲に対し、当該第三者に委託する旨、当該第三者
の名称及び住所を、委託契約書第７条第１項により事前に申請し、承認を得
なければならない。
２ 乙は、個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合、当該第
三者に対して、委託契約書第４１条に定める安全管理措置その他の本契約に
定める個人情報の取扱いに関する乙の義務と同等の義務を課すとともに、必
要かつ適切な監督を行わなければならない。

（報告書等）
第５条　　乙は、甲の要求があったときは、委託契約書第１１条に定める委
託業務中間報告書を乙が必要とする期日までに再委託先より乙に提出させな
ければならない。
２　　乙は、委託契約書第１２条から第１５条に定める委託業務年度末報告
書、委託業務廃止報告書、委託業務完了届及び委託業務実績報告書を乙が必
要とする期日までに再委託先より乙に提出させなければならない。
３　　乙は、委託契約書第２１条に定める委託業務成果報告書を乙が必要と
する期日までに再委託先より乙に提出させなければならない。

（再委託契約書の締結）
第６条　　再委託の実施にあたっては、乙と再委託先との間で委託契約書を
締結しなければならない。
２　　当該委託契約書においては、第３条に基づき、第５条を踏まえたもの
とする。

以　上

3

様式第１
委託契約書

別紙　委託業
務の再委託に
関する特約条
項

（目的）
第１条　　略

（業務の範囲）
第２条　　再委託は、委託契約書第１条第２号に定める委託業務の目的及び内容の
範囲を超えてはならない。

（業務の実施）
第３条　　再委託は、第４条及び第５条に規定する場合を除き、科学技術・学術政策
局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要領を準用するものとする。

（報告書等）
第４条　　乙は、甲の要求があったときは、委託契約書第１１条に定める委託業務中
間報告書を乙が必要とする期日までに再委託先より乙に提出させなければならな
い。
２　　乙は、委託契約書第１２条から第１５条に定める委託業務年度末報告書、委託
業務廃止報告書、委託業務完了届及び委託業務実績報告書を乙が必要とする期日
までに再委託先より乙に提出させなければならない。
３　　乙は、委託契約書第２１条に定める委託業務成果報告書を乙が必要とする期
日までに再委託先より乙に提出させなければならない。

（再委託契約書の締結）
第５条　　再委託の実施にあたっては、乙と再委託先との間で委託契約書を締結しな
ければならない。
２　　当該委託契約書においては、第３条に基づき、第４条を踏まえたものとする。

以　上
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No. 条文等 様式名等 改正内容（改正前） 改正内容（改正後）

5
様式第２
業務計画書

6
様式第２
業務計画書

7

様式第１２－１
委託業務廃止報告
書　別紙ホ
様式第１２－２
委託業務廃止報告
書　別紙ホ
様式第１４－１
委託業務実績報告
書　別紙二
様式第１４－２
委託業務実績報告
書　別紙二

試作品一覧

～略～

（作成要領）
１．試作品の計上について
複数の部品により一の資産を構成する場合には、完成品単位で記載し、その
構成内訳を
製造又は取得した単位毎に計上する。
２．製造又は取得価格について
据付費及び付帯経費は除く。

試作品・試作品構成物一覧

～略～

（作成要領）
１．試作品の計上について
複数の部品により一の資産を構成する場合には、完成品単位で記載し、。複
数の部品により一の資産を構成する場合には、その構成内訳を製造又は取得
した単位毎に計上する。
２．製造又は取得価格について
据付費及び付帯経費は除く。

8

様式第１２－１
委託業務廃止報告
書
様式第１２－２
委託業務廃止報告
書

記
１．～４．略
５．試作品一覧表（別紙ホ）

記
１．～４．略
５．試作品・試作品構成物一覧表（別紙ホ）

9

様式第１４－１
委託業務実績報告
書
様式第１４－２
委託業務実績報告
書

記
１．～３．略
５．試作品一覧表（別紙二）

記
１．～３．略
５．試作品・試作品構成物一覧表（別紙二）

10
様式第１２－１
委託業務廃止報告
書　別紙ロ

11
様式第１４－１
委託業務実績報告
書　別紙イ

体裁修正

体裁修正

体裁修正

体裁修正
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